軽井沢町福祉医療費給付制度について（高齢者区分）

軽井沢町では、児童、高齢者、障がい者、妊産婦、ひとり親家庭に対し、医療費の一部を支給する福祉医療費給付制度を実施しております。

【高齢者区分の場合】
１．支給対象者（下記すべての要件を満たしている方）
1 軽井沢町に住所を有する方
2 健康保険（組合・共済・協会けんぽ・国民健康保険等）に加入している方
3 68歳以上74歳以下で町民税非課税世帯の方

２．支給額
医療費自己負担割合が１割となるよう差額を後日支給。
※保険適用の診療のみが給付の対象です。

３．受給方法
〇長野県内の医療機関を受診された場合
医療機関窓口にて「福祉医療費受給者証」を提示し、窓口では健康保険の負担割合による自己負担額を一旦お支払いください。その後自己負担割合が１割となるよう差額を自動的に登録口座へお振込みします。
〇長野県外の医療機関を受診された場合・医療機関で受給者証を提示しなかった場合
[bookmark: _GoBack]診療後に町の住民課への申請が必要となります。申請後に自己負担割合が１割となるよう差額を登録口座へお振込みします。申請の期限は診療月の末日から３年以内となります。
【申請時の持ち物】受給者証、医療機関の領収書（コピー可）

４．給付日程
診療月の２か月後の月末
※領収書による申請で、上記期間が経過している診療分については、申請の翌月末となります。
※高額療養費の確認等、特別な事情がある場合には上記より遅くなることがあります。

５．その他 
〇以下に変更があった場合、変更申請書の提出が必要となります。
・振込口座　
・健康保険の資格情報
〇受給者証は毎年７月末が有効期限となります。前年の所得により引き続き対象者となる場合は、申請不要で７月中に新しい受給者証を送付いたします。
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